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令和２年千葉市教育委員会会議第４回定例会会議録 

 

日時  令 和 ２ 年 ４ 月 １ ５ 日 （水） 

    午後２時００分開会 

    午後２時４５分閉会 

場所  第 一 ・ 第 二 会 議 室 

 

 

出席委員 教 育 長 磯野 和美 

     委 員 和田 麻理 

     委 員 小西 朱見 

     委 員 千葉 雅昭 

     委 員 藤川 大祐 

     委 員 竹田 賢 
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書  記  

 

 

 

  

教 育 次 長 大野 和広 

教 育 総 務 部 長 松浦 良恵 

学 校 教 育 部 長 山下 敦史 

生 涯 学 習 部 長 佐々木敏春 

中 央 図 書 館 長 安部 浩成 

千 葉 高 等 学 校 長 遠藤 明男 

稲 毛 高 等 学 校 長 佐藤 啓之 

総 務 課 長 山口美登里 

企 画 課 長 山﨑 二朗 

教 育 職 員 課 長 吉田 悦子 

教 育 給 与 課 長 松永 信隆 

学 校 施 設 課 長 森永  成 

学 事 課 長 栗和田 耕 

教育改革推進課長 片見 悟史 

教 育 指 導 課 長 鶴岡 克彦 

教 育 支 援 課 長 小田 將史 

保 健 体 育 課 長 阿部健一郎 

教育センター所長 石川 英明 

養護教育センター所長 千葉 直敏 

生涯学習振興課長 中島 千恵 

文 化 財 課 長 佐久間仁央 

保健体育課担当課長 山本 春樹 

生涯学習振興課担当課長 小倉とも子 

総 務 課 総 括 主 幹 渡邊 直子 

総 務 課 課 長 補 佐 志賀 二郎 

 

総務課総務班主査 金井 昌樹 

総 務 課 主 任 主 事 松元 秀之 

総 務 課 主 任 主 事 小坂 由希 

 



 

１ 教育長職務代理者の指名報告 

磯野教育長より、令和２年４月１日に、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第１３条第２項に基づき、教育長職務代理者に小西委員を指名したことが報

告された。 

２ 出席職員の紹介 

開会に先立ち、出席職員の紹介を行った。 

３ 開会 

磯野教育長より開会を宣言 

４ 会議の成立 

全委員の出席により会議成立 

５ 会議録署名人の指名 

磯野教育長より竹田委員を指名 

６ 会期の決定 

令和２年４月１５日（１日間）とすることで全委員異議なく決定 

７ 議事日程の決定 

議事日程を全委員異議なく決定 

８ 議事の概要 

(1) 報告事項 

報告事項 (1) 新型コロナウイルス感染防止対策について 

山口総務課長より報告があった。 

報告事項 (2) 令和２年 4 月１日付け職員の人事の概要について  

吉田教育職員課長より報告があった。 

報告事項 (3) 令和元年度末における市立高等学校の進路状況について 

遠藤千葉高等学校長、佐藤稲毛高等学校長より報告があった。 

(2) 臨時代理報告 

報告第２号 千葉市育英資金支給条例施行規則の一部改正について 

片見教育改革推進課長より報告があった。 

報告第３号 千葉市立学校職員服務規程の一部改正について 

松永教育給与課長より報告があった。 

(3) 発言の要旨 

報告事項 (1) 新型コロナウイルス感染防止対策について 

   磯野教育長 報告事項（１）「新型コロナウイルス感染防止対策について」、

総務課長、説明をお願いします。 

山口総務課長 新型コロナウイルスの感染拡大防止対策について、前回の会議

以降にいろいろと動きがありましたので、その点について報告を



 

します。 

          まず、市立学校の一斉休校についてですが、４月３日に市内で

３人の新型コロナウイルス感染者が確認され、クラスターの発生

しやすい場所に出入りしたということが含まれていたため、市内

での感染リスクを見極めるまでの間、休業期間を延長することに

決定しました。(１)にありますとおり、４月１２日までの休業と

いうことを決定しています。 

          さらに、４月６日に、市内での感染リスクは拡大しており、子

どもたちの安全を最優先したいという意向もありまして、前記休

業期間に引き続き、(２)にありますとおり、５月６日までの一斉

休校を実施することを決定しました。 

          （３）についてですが、入学式については、現在のところ、期

日は未定ですが、一斉休校の期間終了後に実施ということで、予

定をしています。また、始業式も実施していないといったところ

がありましたので、健康状態の把握や、学習指導、それから、生

活指導のための十分な感染症対策を取った上で、登校日を設ける

こととしました。登校日については、記載のとおりですが、４月

１３日から１５日に、それぞれ分けまして、登校日を設定したと

ころです。また、児童生徒の健康観察、それから、学習生活指導

のために、４月２２日から２８日の間、小中学校において、それ

ぞれの学校の状況に応じて、分散登校日を設けることとしました。 

          （４）の一斉休校期間における児童の受入れについて、小学校

１年生から４年生及び特別支援学級の児童で、保護者が就労等に

より自宅待機が困難な場合、保護者のご希望により、通学校での

受入れを実施しています。 

          次に、生涯学習施設の休館及び開館時間の変更について報告

します。 

          まず、(１)ですが、千葉県における外出自粛要請を受けた対応

としまして、４月２日に１２日までの間、土曜、日曜を施設の休

館とし、平日は閉館時刻を繰り上げることとして、下記のように

一度設定をしました。その後、４月７日に、新型コロナウイルス

感染拡大防止のために、政府より新型インフルエンザ等緊急事態

宣言が出されたことを受け、その趣旨を踏まえ、生涯学習施設を

含むすべての施設を４月８日から、緊急事態宣言が解除されるま

での間、休館することとしました。 

          ３の休校・休館等に伴う職員の勤務体制について報告申し上



 

げます。 

          まず、市立学校に勤務する教職員の勤務体制についてです。４

月７日の政府による緊急事態宣言を受け、登校日及び学校内でな

ければ業務ができない場合を除き、４月１０日から５月６日まで

の間、原則として在宅勤務を組み合わせた勤務体制とし、かつ、

業務に必要な期間を除く期間については、４月８日から５月６日

の間、職務専念義務の免除ということで、自宅待機をすることと

しました。 

          次に、生涯学習施設における職員の勤務体制についてです。同

様に、休館となった生涯学習施設に勤務する職員のうち、制度上

又は職務の性質上、在宅勤務ができないといった職員について、

４月１１日から５月６日の間、職務専念義務の免除ということで、

自宅待機をすることと決定しました。 

          新型コロナウイルスの感染拡大防止対策についての報告は、

以上になります。 

磯野教育長 審議に移りますが、質問等含め、何かありますか。 

藤 川 委 員 ご説明ありがとうございます。大変な中のご対応で、状況の変

わる中、このように様々な手を打っていただいて、感謝申し上

げます。 

       ２点、質問します。 

          １点目、子どもたちへの学習指導等なのですが、休校措置が設

けられることは、こうやって報告いただいているのですが、私が

市内の保護者の方からちらほら聞くところでは、学校が休みにな

ってしまって、その間は、特に学校からの連絡等もあまりなく、

先週までの、いわば春休み延長期間だからかもしれないのですが、

教科書もまだこれからもらうような状況で、子どもたちの学習の

支援であるとか、あるいは、学校の教員からの連絡であるとか、

そのようなものは非常に少ない、大丈夫なのかということを言わ

れています。 

          恐らく、今回の、今週の登校日以降、教科書も配布され、様々

な策が学校で取られると思うのですが、教育委員会として、市内

の学校ではこのような対応をしてほしいというような目安みた

いなものがあるのかどうか、完全に学校任せになっているのかど

うか、このあたりの休業期間中の子どもたちへの指導・支援の在

り方について、伺えればと思います。 

       もう１点、お願いします。 



 

          ３月の休校措置のときには、夏休みを１週間短くして、その間

に、補充学習を行うということが発表されたと理解しています。

今回、さらに長く休業期間が延長されているわけですが、これを

補う期間が発表されていないように思うのですね。やはり、休業

した分をどのように扱うのかということについては、皆さんご心

配もあると思いますので、夏休み中に補充するのか、あるいは、

土曜授業等も検討するのか、それ以外の何かを考えるのか、この

ことについて、できるだけ早い段階で方針を示してもらって、安

心して子どもたちが休めるようにしていくということも必要か

なと思います。この補充の措置について、検討状況はどうなって

いるのか、ぜひお知らせください。 

       以上です。 

   鶴岡教育指導課長 学習についてご説明します。 

          まず、委員がおっしゃるように、１３日、１４日、そして本日、

登校日が設けられましたので、その際に、児童生徒に教科書を配

布しました。そして、各学校から、課題の一覧、学習のワークシ

ートや学習プリント等の課題を子どもたちに提供しました。 

          それに当たって教育委員会としては、課題一覧表のサンプル、

そして、学習プリントのサンプルを各学校に提示して、このよう

に配布してくださいということで、申し上げたところです。 

          その前段階において、インターネット環境が整っている家庭

に限られてしまうのですが、文部科学省で出している学習コンテ

ンツの事例や千葉市で作成したドリルパークを提供させてもら

ったという実態です。 

       以上です。 

   山下学校教育部長 今、藤川委員からありました、学校への連絡について、すべて

の学校に確認を取っているわけではありませんが、学校によって

は家庭訪問、また、電話での連絡をしているところもあります。

これについては、再度学校と連携を図りながら、どのような形で

関わっていくかを確認していきたいと思います。 

          また、夏季休業中の見直しという部分で、以前、１週間前倒し

ということでお示しをしました。今後については、千葉市のみな

らず、近隣の市や県とも連携を図りながら、どのように対応する

かということで、現在早急に検討しているところです。 

       以上です。 

   藤 川 委 員 ご説明ありがとうございます。 



 

          ご参考までに、私が校長をしています千葉大学教育学部附属

中学校では、毎日、平日は朝９時に、学校ホームページに担任や

教科担当の教員から課題や情報などを掲載しまして、必ず朝９時

にホームページを確認し、教員からのメッセージを読んだり、あ

るいは、課題に取り組んだりするようにということで、日々きめ

細かい指導をするようにということで、対応させてもらっていま

す。この程度であれば、おそらく市立の学校でも、ホームページ

が全く見られないご家庭には別途対応が必要でしょうけれども、

対応できると思いますので、課題を山ほど渡してそのままという

よりは、日々対応があった方が良いのかなと思いました。 

          また、夏季休業期間等についても、早めに発表するということ

も書かせてもらっており、３週間休んだら、おおむねその半分の

１．５週くらいは夏休みを減らしますよという目安を示させても

らっています。ぜひ、具体的に保護者の方やお子さんたちが不安

にならないような対応を引き続きご検討いただければと思いま

す。よろしくお願いします。 

   磯野教育長 ほかにどうでしょうか。 

   和 田 委 員 今、藤川委員から、指導の仕方ということでご質問等ありまし

たけれども、子供たちが休業中に、一体、どのように過ごしたら

良いかということも、おそらく指導がされているかと思います。

テレビなどの報道でも、子どもが外で遊んでいることが、まるで

いけないことのように言われてしまうような状況もありますの

で、子どもたちが休業中に、保護者の方も含めてですが、安心し

て過ごせるような、自信を持って過ごせるような指導をどのよう

にされているのか、教えてもらえればと思います。 

小田教育支援課長 今週設けられました、月曜日から水曜日まで登校日に併せて、

教育支援課からも、一斉休校中の生活についてということで、

保護者向けのもの、それから、児童生徒向けのもの、それから、

学校の教職員向けのものに、細やかなところで明文化している

ものがあります。 

          具体で一例申しますと、三密を避けるために外出を控え、でき

るだけ自宅で過ごしてください。しかし、室内での運動を否定す

るものではなくて、その際は換気に十分気をつけてほしい旨や、

また、屋外での散歩や運動による、心身の健康保持が、長い休業

期間となるとどうしても子どもたちに必要になってくるかと思

いますので、その際は、密集・密接を避けて、そのような活動を



 

行ってくださいというような旨のもので、出したところです。 

          以上です。 

   山下学校教育部長 付け足しまして、繁華街等について、教育支援課とサポートセ

ンターと連携を図りながら、パトロールを行っているところです。

また、保健体育課で、簡単なストレッチや運動についての動画を、

先日アップしました。７分間程度ですので、そのような部分での

活用、また、今後、先ほど藤川委員からもありました、ユーチュ

ーブを活用した学習の提供などもしていきたいと思っています。 

          以上です。 

   和 田 委 員 もう１点なのですが、このようなときだからこそ、家庭内での

問題がより強く出てくる時期なのかなと思います。ただ、逆に言

うと、これをきっかけに、公的な扶助や、行政のサポート、教育

委員会のサポートが受けられるような状況になる場合もあると

思いますので、そのあたりのこと、きめ細かく見ていただけるよ

うにお願いしたいと思います。要望です。お願いします。 

磯野教育長 ありがとうございます。他はよろしいですか。 

（「はい」という声あり） 

 

報告事項 (2) 令和２年４月１日付け職員の人事の概要について 

   磯野教育長 報告事項（２）「令和２年度４月１日付職員の人事の概要につ

いて」、教育職員課長、説明をお願いします。 

吉田教育職員課長 報告事項（２）「令和２年４月１日付人事異動の概要について」

説明します。 

          教員の管理職人事については、３月６日の教育委員会会議第

１回臨時会で議決いただきました。３月１６日、各学校内示を行

い、３０日に辞令交付を実施、４月１日には、異動者がそれぞれ

異動先に着任しました。各学校では、新年度の体制になったとこ

ろですが、改めて人事の概要について報告します。 

          まず、１の異動総数ですが、小・中・高・特別支援学校合わせ

て１，２２３人、昨年度より５人増となっています。 

          また、２の新規採用者ですが、小学校８９人、中学校７５人、

特別支援学校８人、市立高校４人の計１７６人で、昨年度より１

人減となっています。その他に養護教諭８人、事務職員６人、栄

養職員１人、合わせて１５人を新たに採用しました。これにより、

平成２３年度以降、今年度までの１０年間において、教員数の合

計で１，８０９人の新規採用者を採用したこととなります。 



 

          次に、管理職の登用ですが、校長の新規登用数は２８人、副校

長の新規登用数は１人、教頭の新規登用数は４３人で、昨年度よ

り校長は１８人減、副校長は１人増、教頭は１８人減となってい

ます。 

          ４の再任用校長ですが、本年度は小学校５人、中学校５人を採

用したところです。 

          また、５の管理職のうち女性管理職の数が、校長２７人、教頭

７０人の計９７人となり、昨年度より７人の増となっています。 

          女性管理職の割合は、６に示したように本年度は２８．４％と

なり、昨年度に比べて増えています。 

          以上です。 

   磯野教育長 審議に移りますが、質問等含め、何かありますか。よろしいで

すか。 

   小 西 委 員 ありがとうございます。女性管理職の割合が非常に増えてい

て、男女共同参画が確実に進んでいるなと心強く思います。 

         １点気になったのですが、女性管理職の割合の中で、おそらく

毎年、中学校は低い数字になっているのですが、これはもともと

女性教員の数が少ないのか、それとも、やはり中学校は特有の管

理職になりにくい何か障害があるのか、そのあたり分かる範囲で

教えてもらえればと思います。 

吉田教育職員課長 具体的な数字は、今申し上げることはできませんが、全般的に

中学校は、男性教諭の割合が非常に多いというところです。女

性校長の数も、昨年度１人が今年度２人という形で増えていま

すので、これからも増員する方向で検討して参りたいと思いま

す。 

小 西 委 員 ありがとうございます。 

磯野教育長 ほかよろしいですか。 

（「はい」という声あり） 

 

報告事項 (3) 令和元年度末における市立高等学校の進路状況について 

   磯野教育長 報告事項（３）「令和元年度末における市立高等学校の進路状

況について」、千葉高等学校長、稲毛高等学校長の順に説明をお

願いします。 

遠藤千葉高等学校長 本校の学年構成は、普通科７クラス２８０人、理数科１クラス

４０人、合計８クラス３２０人が定員となっています。 

          それでは、令和元年度末における千葉高校の進路状況につい



 

て、報告をします。 

          ５ページの令和元年度千葉市立千葉高等学校進路概要をご覧

ください。資料の左側の一番下、参考をご覧ください。 

          最初に、卒業生の人数及び進路決定状況について説明します。 

          令和元年度卒業生は、普通科２８３人、理数科３９人、合計３

２２人で、そのうち男子が１８７人、女子が１３５人と、この学

年は男子生徒の多い学年でした。 

          続いて、資料右側の一番下、進路決定状況をご覧ください。 

          進学先としまして、大学、文系が１３８人、理系が１０５人、

合わせて大学進学が２４３人、浪人・未定が７１人でした。その

他として８人となっていますが、内訳は、大学校１人、短大２人、

専門学校３人、就職２人でした。就職をした生徒ですが、１人が

公務員、もう一人が民間企業で、いずれも目的意識を持って進路

を決めています。 

          進路決定率は７８．０％となり、前年度は６８．７％でしたの

で、１割近く増加したことになります。これは、来年度から大学

入試が変わることから、現役志向が高くなったためと考えていま

す。 

          次に、大学合格者数について報告します。資料の左側、一番上

の表をご覧ください。 

          最初に国公立大学ですが、元年度の合格者は、現役６０人、浪

人１６人、合計７６人でした。北海道大学、筑波大学、信州大学

などに合格しており、千葉大学は、現役が３６人、浪人４人の合

計４０人で、昨年度に比べ、増加しました。浪人では、京都大学、

信州大学等に合格をしています。国公立に合格した生徒のうちの

ほとんどは、その大学に進学をしていますが、今年は２人が私立

大学に進学をしています。 

          次に、私立大学です。私立大学は、国公立大学と違い、１人の

生徒で複数の合格を得ることができますので、合格者数は延べ数

となっています。表には、主な私立大学として、受験者の多い９

校を掲載してありますが、元年度の現役では、早稲田２３人、慶

應４人、上智７人、東京理科２５人、以下ご覧のとおりとなって

います。昨年度と比べ、９校のうち６校で合格者が増加をしまし

た。 

          次に、資料の右側をご覧ください。普通科・理数科それぞれの

現役の大学合格者数を報告します。 



 

          国公立大学においては、普通科が５７人と、その数を伸ばした

一方、理数科においては３人と減少しました。なお、主な国公立

大学、主な私立大学の合格者数についても、それぞれ記載してい

ますが、千葉大の合格者数が２倍以上増加をしました。 

          次に、国公立大学の受験者及び千葉大学の受験・合格状況につ

いて報告します。 

          資料の右下、国公立大学受験者数をご覧ください。 

          国公立全体の中で、前期入試受験者数は１３４人と、前年度よ

りやや増えて、４割以上の生徒が国公立大学を受験したことにな

ります。また、その中で千葉大学受験者が７７人で、約６割を占

めており、本校の多くの生徒が、目標としていることが分かりま

す。資料の左下に、千葉大学受験状況・合格状況を掲載していま

すが、元年度は８２人の現役生が受験し、３６人が合格。合格率

は４３．９％となり、前年度よりかなり大きく上回りました。 

          最後に、市立高等学校の進路状況についてと題しまして、大学

及び学部別の合格状況について、詳しく報告しております。後ほ

どご確認いただければと思います。なお、男女別には集計してい

ませんが、例年男子は理系志望、国公立志望が、女子に比べると

やや高い傾向があります。また、理数科の生徒でも、毎年二、三

人は文系の大学に進学します。 

          それでは、次に今回の大学入試結果の特徴について触れさせ

ていただきます。 

          現役生の国公立大学合格者は６０人でした。平成２５年度ま

では、国公立大学の現役合格者数は、４０人程度で推移していま

したが、２６年度以降は５０人を超える合格者が出ています。今

年度は６０人を超えることができました。大学入試においては、

知識だけではなく、より思考力が問われるようになってきている

現状を踏まえ、全職員で授業改革や進学補習の改善に努めていま

す。また、今後、ますます英語力の向上が求められて参りますが、

今年度はＡＬＴの拡充予算を認めてもらえたため、２年生の英語

表現の授業を少人数授業で展開することで、外国人とのコミュニ

ケーションを増やし、効果的に英語４技能を育成することができ

るようになります。早く授業が再開できることを願っています。 

          以上で説明を終わります。 

   佐藤稲毛高等学校長 稲毛高校は、１学年当たり普通科が７クラス２８０人、国際教

養科が１クラス４０人、合計８クラス３２０人の構成になってい



 

ます。普通科７クラスのうち、２クラスは附属中学校からの進学

生で、いわゆる内進生と呼んでいます。それ以外の５クラスにつ

いては、高校からの進学ということで、外進生となります。 

          それでは、資料８ページの進路決定状況の資料をご覧くださ

い。 

          今年の春の卒業生は３０９人ということで、これには附属中

学校の８期生８０人が含まれています。このうち浪人・未定の２

５人を除いた２８４人の進路が決定しまして、進路決定率は９１．

９％でした。昨年度が８６％でしたので、５％ほど増加していま

す。これは、先ほど市立千葉高校の校長先生からも報告がありま

したが、来年度、大学入学共通テストに切り替わることも、大き

く影響しているかと思われます。 

          進路決定状況の内訳ですが、表の右下を見てもらいますと、大

学の文系が２１３人、６８．２％、理系が６６人で２１．４％、

それ以外に短大はゼロ、専門学校が２人、ほかに海外の大学１人、

これはドイツの大学に入学しました。また、留学準備が２人です。

就職はありませんでした。 

          次に、大学の合格状況ですが、同じ資料の一番上の、大学合格

者数、３年間の推移と見出しのあるものをご覧ください。 

          左上にあります国公立大学については、現役・浪人合わせて３

９人、うち現役が３１人という結果になりました。数は、昨年度

より少し減っています。本校は、私立志向が年々強まっていると

ころですが、千葉大の合格者が昨年度より減少したことが要因で

はないかと分析しています。昨年度は１７人、今年度は１２人で

す。また、東京大学への現役合格が１人、その他現役では、国際

教養大学に３人、東北大に２人、横浜国立大学に２人合格するな

ど、良く健闘したと思っています。東大に合格した生徒ですが、

これは内進生でして、決して勉強だけという生徒ではなく、文化

祭等の学級活動にも大変熱心で、協調性や相手を思いやる気持ち

を持ち合わせて、バランスの良さが際立った生徒でした。本校の

附属中学校の教育の成果というのではないかと考えています。 

          次に、私立大学ですが、今年度は慶応大学の現役合格が、昨年

の５人から６人に増加しました。早稲田大学については、昨年２

６人から２３人へやや減少をしています。国際基督教大学は、昨

年はゼロでしたけれども、今年は３人合格しています。また、い

わゆるＭＡＲＣＨクラスですが、現役の合格者数が２２６人とい



 

うことで、昨年度は２１２人でしたので、１４人ほど増加してい

ます。 

          ９ページ、１０ページに詳細の資料をつけていますので、後ほ

どご覧いただければと思います。 

          全体の傾向としては、入学者選抜の結果を見ていますと、本校

に入学する生徒のレベルが、年々高くなっているかなと思います。

しっかりと進路ニーズに応えていきたいと考えています。 

          また、大学入試問題については、ますます思考力・判断力・表

現力を評価する問題になってきています。大学入学共通テストで

の記述式問題の導入は見送られましたけれども、新しい学習指導

要領のもとで、「主体的・対話的で深い学び」の授業を目指して、

授業改善を進めて、思考力・判断力・表現力を育成する授業をま

すます実施していきたいと思います。 

          余談となりますが、今現在、コロナ対応で生徒が学校に来てい

ません。教員は、時間的余裕がありますので、校長自ら職員研修

を企画して、先週は公務で役立つパワーポイント研修ということ

で、活用事例を私の経験からいろいろと若手を中心に指導しまし

た。明日は第２弾として、数学の授業で役立つグラフ、それから

図形の描画ソフト、こちらの活用の事例研修を企画しています。

教員には、ＩＣＴ活用で、生徒への遠隔授業という準備を進めて

もらおうと考えているところです。 

          最後に、進路結果からは少し離れますが、本校が文部科学省に

より昨年度から３年間の指定を受けました、地域との協働による

高等学校教育改革推進事業（グローカル型）では、総合的な探求

の時間を軸に取組を深めるために、市内の大学や民間企業、それ

から行政、教育委員会の事務局等によってコンソーシアムを構築

しました。また、１年生では、千葉市創生プロジェクトとして、

地域課題解決に取り組む取組を行いまして、優れた取組を行った

班が市長へのプレゼンテーションを実施して、市長賞をいただく

結果となりました。今後は、これをゼミ活動へ発展させまして、

いわゆる国連のＳＤＧｓ、持続的な開発目標を意識した取組を実

施していきたいと考えています。 

          以上で説明を終わります。 

   磯野教育長 審議に移りますが、質問等含め、何かございますか。よろしい

ですか。 

（「はい」という声あり） 



 

 

報告第２号 千葉市育英資金支給条例施行規則の一部改正について 

   磯野教育長 次に、教育委員会が教育長をして臨時に代理させ、処理した事

項に係る報告をお願いします。報告第２号「千葉市育英資金支給

条例施行規則の一部改正について」、教育改革推進課長、説明を

お願いします。 

   片見教育改革推進課長 報告第２号「千葉市育英資金支給条例施行規則の一部改正に

ついて」、千葉市教育委員会組織規則第９条第１項の規定に基づ

き、教育長の臨時代理により処理しましたので、報告します。 

          資料の１１ページに規則が掲載されていますが、参考資料の

２ページをご覧いただければと思います。これが、今回改正を行

った規則の新旧対照表になっています。 

          まず、前提の仕組みとしまして、千葉市では、低所得世帯の生

徒に対して、千葉市育英資金を月額１万円支給しています。一方、

千葉県でも、国公立高等学校等の低所得世帯の生徒に対し、国の

補助事業を活用して、奨学のための給付金として支給をしていま

す。その両方の受給をしている者については、千葉市で育英資金

は、月額１万円になっていますが、そこから県の給付金の受給額

を控除した金額を支給しています。要は、合わせて１万円になる

ように支給をしているというような仕組みになっています。この

たび、県の奨学のための給付金の非課税世帯第１子への給付額が、

８万２，７００円から８万４，０００円に変更になったというこ

とで、我々の規則の中で、その金額をそのまま書いているところ

がありますので、そこを改正するというものです。新旧対照表の

第３条の(２)のところですが、こちらがまさに今申し上げたよう

に、８万２，７００円だったものが８万４，０００円に変わると

いうところで、その額を変更しています。 

          ２点目が、第４条の(２)ですが、これは月額でもらえる金額と

いうことになりまして、８万４，０００円を１２か月、１２で割

りますと７，０００円になります。ですので、１万円から７，０

００円を引いた３，０００円が、月額として支給されるというと

ころで、こちらについても変更しています。 

          最後に３点目ですが、本年４月、教育委員会組織規則の改正に

よりまして、市立高等学校に関する事務が教育指導課から教育改

革推進課に変更になったことに伴い、６条２項にもありますが、

審査委員会の委員についても、教育指導課長から教育改革推進課



 

長へと変更したところです。 

          変更内容については、以上です。 

   磯野教育長 審議に移りますが、質問等含め、何かありますか。よろしいで

すか。 

（「はい」という声あり） 

 

報告第３号 千葉市立学校職員服務規程の一部改正について 

   磯野教育長 報告第３号「千葉市立学校職員服務規程の一部改正について」、

教育給与課長、説明をお願いします。 

松永教育給与課長 報告第３号「千葉市立学校職員服務規程の一部改正について」

です。 

          千葉市立学校職員服務規程の一部改正について、臨時代理に

より処理しましたので、報告します。参考資料で説明します。 

          まず、１の改正の趣旨ですが、１点目としまして、令和２年４

月１日から育児休業及び配偶者同行休業に伴う任期付職員の運

用を開始することに伴い、所要の改正を行うほか、規定の整備を

図るものです。 

          次に、２点目としまして、本年４月からの会計年度任用職員制

度導入に伴いまして、当該職員の服務についても、規定するもの

です。 

          最後に、３点目ですが、特別休暇の事由の名称変更及び休暇の

事由の新設に伴い、特別休暇願の様式を改めるものです。 

          ２番目の、改正内容ですが、１点目は、身分証明書を携帯すべ

き職員から除外する職員に、育児休業及び配偶者同行休業に伴う

任期付職員を加えるものです。 

          次に、２点目は、会計年度任用職員の服務については、市立学

校に勤務する正規職員の例による旨を定めるものです。 

          最後に、３点目ですが、申請時に参照する特別休暇願、裏面の

備考欄について、次のとおり改正するものでして、アとしまして、

特別休暇の事由の名称を震災、風水害、火災その他これらに類す

る災害による交通しゃ断を出勤困難に変更し、イとしまして、特

別休暇の事由に不妊治療を追加するものです。 

          ３の施行年月日ですが、令和２年４月１日とします。 

          説明は以上になります。 

   磯野教育長 審議に移りますが、質問等含め、何かありますか。よろしいで

すか。 



 

          以上で本日の議事日程記載の案件に係る審議が終了しました。

委員の皆さん、ここまででその他として何かご意見、ご質問等は

ありますか。よろしいですか。 

（「はい」という声あり） 

 

９ その他 

(1) 第５回定例会は、事務局において日程を調整し、５月２５日 月曜日 午後２時

からとした。 

 

１０ 閉会 

  磯野教育長より閉会を宣言 

 


